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選定された団体以外の団体名については、公にすることにより、

当該団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れが

あるため、伏してあります。  



 

 

審査結果の報告にあたって 
 

 

 本選定委員会は、令和３年３月３１日をもって指定期間を終了する、多

摩市営駐輪場５施設の更新にあたり設置され、令和２年７月２９日の第１

回委員会を皮切りに、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、委員

会開催数を減らし、全２回の委員会で集中的に審査を行いました。 

 その結果をとりまとめましたので、ここに報告いたします。 

本選定委員会の５名の委員は、「多摩市営駐輪場指定管理者候補者選定

委員会設置要綱」第１条に規定する「多摩市営駐輪場の指定管理者の候補

者の選定を公正かつ適正に行う」という目的を果たすべく、一致協力しな

がら、公平かつ公正な審査を心がけてきました。 

 この審査結果が、今後、多摩市にて進められる多摩市営駐輪場指定管理

者候補者の決定、協定書の締結等の手続きにおいて、十分に活かされるこ

とを期待します。 

 

 

 

 

   令和２年８月２１日 

 

多摩市営駐輪場指定管理者候補者選定委員会 

                  委員長   石 倉  智 樹 
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１ 審議経過について 

 

回数 日 時 ・ 場 所 主な審議内容 

第１回 

令和２年７月２９日（水） 

午後１時２２分～４時３５分 

本庁舎３階 特別会議室 

 

①委員長等の互選 

 

②制度の概要説明 

 

③選定スケジュールの確認 

 

④駐輪場に関する説明（事前審査結果 

 の報告） 

 

⑤審査方法等の説明 

 

⑥審議 

 

第２回 

 

令和２年８月２１日（金） 

午前９時３０分～１１時３０分 

本庁舎３階 特別会議室 

 

①審査結果報告書（案）の確認 

 

②審査結果報告書の提出 
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２ 審査結果について 

多摩市営駐輪場指定管理者候補者選定の審査にあたっては、駐輪場所管部署に設

置した選定審査会による事前審査（書類審査）に合格した団体について、選定委員

会による審査（応募団体のプレゼンテーション）を実施し、団体に対する順位付け

を行ないました。（添付資料３「審査手順について」参照） 

審査結果は次のとおりです。 

 

（１） 審査対象団体について 

本選定委員会は、多摩市営駐輪場指定管理者候補者選定委員会設置要綱第２条に

規定する事前審査を合格した団体について、多摩市営駐輪場指定管理者候補者選定

審査会設置要綱第１条に定める審査会の事前審査結果報告に基づき決定した添付

資料４「多摩市営駐輪場指定管理者応募団体における事前審査合格団体について

（通知）」を多摩市長から受け、以下の２団体を審査の対象としました。 
 

団体の名称 代表者氏名 所在地 

団体Ａ 
  

日本コンピュータ・ダイナ

ミクス株式会社 
代表取締役 
下條 治 

東京都品川区西五反田４－３２

－１ 

 
（２） 審査結果について 

候補者選定の審査は、各団体からの提出書類による書類審査、並びに、第１回選

定委員会（令和２年７月２９日）において実施した各団体からのプレゼンテーショ

ン（１５分）及び質疑応答（５分）の方法により、選定基準に基づき定められた「評

価表」を用いて実施しました。「評価表」における評点は、各委員が評価項目ごと

に１点から５点の５段階で評価し、その結果を集計しました。 

評点の集計結果は以下のとおりであり、合計点の高い団体を上位として順位を付

しました。 

※ 満点：６００点×委員５人＝３０００点 
 

【評点集計結果】 

団 体 名 団体Ａ 
日本コンピュータ・ダイナ

ミクス株式会社 

評点合計 ２００７ ２３３１ 

順位 ２ １ 
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【委員別評点集計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３） 選定委員会の意見 

  第１順位となった団体にあっては、駐輪場内の掲示物やセンサーライトの設置な

ど事故防止に工夫がみられ、新型コロナウイルス感染症対策についても具体的に考え

られている。また、２４時間３６５日体制のサポートセンターを持ち、警備会社やサ

テライトと連携し３０分以内の緊急出動をするといった施設の安全・安定的な管理運

営に注力している姿勢が高く評価できる。 

 更には、当該団体の提案する電動補助付きやチャイルドシート付きなどの大型自転

車が平置き出来る「思いやりゾーン」は今後ニーズが増えていくと思われる。 

 そのほか、全国で１，８５１ヵ所の駐輪場、約５１．３万台を管理しており、多く

の経験・ノウハウを有していることから、利用者目線での新たなサービスも取り入れ、

安心安全でより利用しやすい駐輪場管理運営が期待できる。 

 団体Ａ 
日本コンピュータ・ダイナミ

クス株式会社 

Ａ委員 ４３１ ４８２ 

Ｂ委員 ４１１ ４５３ 

Ｃ委員 ３７１ ４４２ 

Ｄ委員 ３８４ ４９３ 

Ｅ委員 ４１０ ４６１ 

合計 ２００７ ２３３１ 

順位 ２ １ 
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選定委員会 評価表 

 

№ 評価基準 配点 団体A

日本コン
ピュータ・ダ
イナミクス
㈱

1
施設の設置目的や業務内容を的確に理解し、公の施設を運営
するに相応しい基本方針となっているか

2
公の施設の管理運営に対し積極的に取り組む姿勢が見られる
か

3
社会貢献活動を行った実績はあるか、また、積極的に取り組
む姿勢があるか

4 市内事業者との連携や活用について積極的な提案があるか

5
団体の財務状況は良好か、不測の事態や資金需要の集中への
余裕はあるか

6 多額の借入金や投機的支出はないか

7 業務遂行に必要な人員体制、研修体制は整っているか

8
現実的で無理のない勤務ローテーションが組まれているか、
休日や繁忙期の際に臨機応変に人員配置をできる体制か

9
指定した資格や経験を持った人材が確保され、適材適所に配
置されているか

10
全職員が意欲的に業務に取り組めるための工夫等が示されて
いるか

11 同種施設の管理運営業務の実績があるか

12 官公署との契約実績があるか

13
施設の安全・安定的な管理運営のため、日常の施設整備の維
持管理方法が明確か

14 安全で快適な利用のための、環境・衛生管理が行えるか

15
個人情報の保護に対する認識は適切か、また、個人情報の保
護のための体制や研修などが確保されているか

16 万一個人情報が流出した場合の対応が検討されているか

17
業務記録簿、経理帳簿等を整備し、情報公開や監査請求に対
し適切に対処できるか

18
事故防止のためのマニュアル等の整備及び研修や訓練が確保
されているか

19
緊急時の行動計画や手順、連絡体制等が適切に整備されてい
るか

20
利用者の意見、要望等を集め、運営に反映させる工夫がなさ
れているか

21
利用者の増加、稼働率の向上及びサービスの質の向上が図ら
れる提案となっているか

22 障がい者や高齢者等の利用について配慮されているか

23
地域の人材や、障がい者・高齢者の雇用機会が確保されてい
るか

24 省エネルギー対策やごみ減量など、環境に配慮しているか

25 現実的な経費の積算をしているか

26 質の低下を伴わない経費削減の具体的な提案があるか

27 収入増加の具体的な提案はあるか

28 他の施設（5駐輪場間やベルブ永山）と連携しているか

29 利用者とのトラブルの防止、対処方針は適切か

30
24時間利用可能な施設もあるが、現金収入の流れと保管・
チェック方法は適切か

31
駐輪場利用及び自転車運転のマナーアップについての取り組
みはあるか

32
自転車利用の促進に向けた活動はしているか（キャンペーン
の参加等）

3000 2007 2331

2 1

600

150

300

112

114

244

210

318

118

111

231

144

129

105

201

安定した管理運営を担保する実
績があること

施設管理の安全・安定性

個人情報の保護及び情報公開

評価項目

150 101

基
本
的
な
考
え
方

基本方針が施設の設置目的や業
務内容に合致し、意欲があるこ
と

地域の一員として多摩市民への
貢献や市民協働、地域との連携
の視点があること

合計

順位

105

93

104

102

212

192

282

510

150

150

150

150

300

300

450

750

組
織
の
安
定
性
及
び
人
員
体
制

管
理
運
営

事
業
・

サ
ー

ビ
ス

そ
の
他

経営基盤が安定していて、良好
な経営状況であること

施設の管理運営及びサービスを
提供する体制が整っていること

危機管理

利用者満足度の向上

その他

適切な経費の算定

施設の特性に応じた項目
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多摩市告示第２３５号 

多摩市営駐輪場指定管理者候補者選定委員会設置要綱を次のとおり定める。 

令和２年５月１日 

多摩市長  阿 部 裕 行 

 

多摩市営駐輪場指定管理者候補者選定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 多摩市長所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１７年多

摩市規則第６１号。以下「規則」という。）第７条の規定に基づき、多摩市営駐輪場の指定管理者の候

補者の選定を公正かつ適正に行うため、多摩市営駐輪場指定管理者候補者選定委員会（以下「委員会

」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、多摩市営駐輪場の指定管理者に応募した団体（以下「応募団体」という。）のうち、

別に定める多摩市営駐輪場指定管理者選定審査会の事前審査を経て規則第８条第１項の予定候補者と

して選定された団体について、指定管理者の候補者の選定基準に基づき審議し、その結果を多摩市長

（以下「市長」という。）に報告するものとする。 

（構成） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱するもの（以下「委員」という。）５人以内で構成

する。 

⑴ 多摩市営駐輪場の管理運営に関し専門的知識を有する者 ３人以内 

⑵ 公募による市民 ２人以内 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から令和３年３月３１日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。 

２ 委員会の会議は、委員長が主宰する。 

３ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

（除斥） 

第７条 委員は、本人又は配偶者若しくは２親等以内の親族が応募団体の代表者又は役員である場合は

、その審議に加わることができない。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

２ 委員は、応募団体と個別に接触をしてはならない。 

（関係者の出席） 

第９条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説

明を聴くことができる。 

資料１ 



 

 

（会議の公開及び会議録の作成） 

第１０条 委員会の会議は、公開しない。 

２ 委員会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。 

３ 会議録は、委員会が審議の結果を市長に報告した後、公開する。ただし、多摩市情報公開条例（平

成１２年多摩市条例第５３号）第７条各号のいずれかに該当する場合は、その該当する部分に限り、

非公開とすることができる。 

４ 委員長は、緊急その他やむを得ない事情のある場合は、会議の開催に代えて、書面等をもって委員

に対して個別に意思を確認することにより審議をすることができる。 

（庶務） 

第１１条 委員会に関する庶務は、都市整備部道路交通課において処理する。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定

める。 

附 則 

１ この要綱は、公示の日から施行する。 

２ この要綱は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。 



 

 

 
資料２ 

　　　　　　　　　　　　　　　※区分内50音順、敬称略

委員長 石倉
イシクラ

　智樹
トモキ

大学准教授

内藤
ナイトウ

　純
ジュン

税理士

副委員長 増田
マスダ

　径子
ミチコ

弁護士

角田
カクタ

　正勝
マサカツ

市民委員

嶋田
シマダ

　香
カオル

市民委員

市
民
委
員

多
摩
市
営
駐
輪
場
の
管
理

運
営
に
関
し
専
門
的
知
識

を
有
す
る
者

多摩市営駐輪場指定管理者候補者選定委員会委員名簿

任期：令和２年６月２９日～令和３年３月３１日

区分 備　　　考氏名



 

 
 

審査手順について 

(1) 審査 

選定委員会では、事前審査合格団体について、団体の応募書類及びプレゼンテーションの内

容を踏まえ、募集要項の選定基準に基づき定められた評価表を用いて５段階で評点及び審査を

行い、順位付けを行なっていただきます。 
(2) プレゼンテーションの実施 

応募書類の受付順にプレゼンテーションを実施します。１団体あたりのプレゼンテーション

等の時間は以下のとおりです。 
① 準備 5 分 ②プレゼンテーション 15 分 ③質疑応答 5 分 ④評点 15 分 

※ プレゼンテーションでは、団体は、市に提出した応募書類のみを使用し、原則、資料の追加

持込はできません。また、プロジェクター等の使用は可能ですが、機材は団体で準備するこ

ととします。 
(3) 選定の基準 

候補者の選定基準については、手続条例第４条において下記のように規定しています。この

選定基準に基づき、評価表を作成しています。団体に対しては、プレゼンテーションは、評価

表の事項を中心に行うよう指導しますので、評価表の各項目の視点から評点してください。ま

た、応募書類については、「事業計画書」「要員配置計画書」「収支計画書」を中心に評点して下

さい。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 (5) 審査・採点 

５段階で評点を行い、団体毎に評価表に記載していただきます。 
各評価項目は、その重要度に応じて１～６の重み付けをしています。なお、委員一人あたり

600 点満点となります。 
評点は、以下の配点を参考にお願いします。 
 
（特に優れている）（優れている） （普通） （やや劣っている）（劣っている）    

    ５点  ⇔  ４点  ⇔  ３点  ⇔   ２点   ⇔  １点  

(6) 意見等 

評点にあたり、団体が提案した事業内容等について、特に優れていると思われる点、又は、

改善が必要と思われる点など、特筆すべき事項がある場合は、意見欄に意見を記載してくださ

い。 
(7) 順位付け及び審議結果の取りまとめ 

選定委員会は、第２回選定委員会において、順位を付した結果及び各団体に対する意見等を

報告書としてまとめます。 
報告書は、第２回選定委員会で市長に提出する予定です。 

（候補者の選定） 

第４条 市長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準

に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定

するものとする。 

(１) 公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、利用者の公平な利用の確保及

びサービスの向上が図られるものであること。 

(２) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有

しており、又は確保できる見込みがあること。 

(３) 公の施設の管理に係る経費について、市が管理する場合に要するものと同等

以下で管理することができること。 

(４) その他市長等が必要と認める事項 
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２多都交第１０２号 
令和２年７月２０日 

 多摩市営駐輪場指定管理者候補者選定委員会 御中 

多摩市長 阿部 裕行  

 

 

 

多摩市営駐輪場指定管理者応募団体における事前審査合格団体について（通知） 

 

 

 

 多摩市営駐輪場指定管理者候補者選定審査会設置要綱（令和２年多摩市告示第２３６号）に基づき設

置された多摩市営駐輪場施設指定管理者候補者選定審査会にて実施した事前審査の結果に基づき、下記

の団体を事前審査合格団体として決定したため通知いたします。 

 

 

 

記 

 

 

施設名：多摩市営駐輪場 

団体の名称 代表者氏名 所在地 

団体Ａ   

日本コンピュータ・ダイナミクス

株式会社 

代表取締役 

下條 治 

東京都品川区西五反田４－３２

－１ 

 

 

○写  
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